
広報さいじょう　2011　10月号 12

20
日
㈭　

固
定
資
産
税
第
３
期
分
、

　

国
民
健
康
保
険
税
第
３
期
分
の

　

督
促
状
の
発
送

31
日
㈪　

市
県
民
税
第
３
期
分
、

　

国
民
健
康
保
険
税
第
４
期
分
の

　

納
期
限

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

　

の
督
促
料
を
い
た
だ
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、

　

納
期
限
日
の
残
高
に
ご
注
意
く

　

だ
さ
い
。

　

こ
の
選
挙
人
名
簿
は
、
毎
年
９

月
１
日
現
在
の
申
請
な
ど
に
基
づ

い
て
作
成
し
、
12
月
５
日
に
名
簿

の
登
録
を
確
定
し
ま
す
。

　

今
回
こ
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
な

い
と
、
名
簿
の
有
効
期
間
で
あ
る

１
年
間
は
登
録
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

登
録
に
該
当
す
る
方
は
、
確
認

を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
縦
覧
期
間

　

10
月
20
日
㈭
～
11
月
３
日
㈭ 

　

８
時
30
分
～
17
時

■
縦
覧
場
所
・
問
合
せ

　

市
庁
舎
別
館
３
階

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
６
３

　

市
で
は
身
体
障
害
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
た
方
に
対
し
、
失
わ
れ

た
（
低
下
し
た
）
機
能
を
補
う
た

め
の
補
装
具
を
交
付
・
修
理
し
て

い
ま
す
。

■
補
装
具
の
種
類

○
肢
体
不
自
由　

車
い
す
、
電
動

　

車
い
す
、
義
肢
、
装
具
、
歩
行

　

補
助
杖
な
ど

○
視
覚
障
害　

白
杖
、
弱
視
眼
鏡

　

な
ど

○
聴
覚
障
害　

補
聴
器

■
自
己
負
担

　

原
則
と
し
て
、
交
付
・
修
理
に

要
す
る
費
用
の
１
割
負
担
（
世
帯

の
課
税
状
況
に
よ
り
、
上
限
額
が

決
ま
っ
て
い
ま
す
）

■
注
意
事
項　

交
付
さ
れ
る
補
装

具
は
、
障
害
程
度
や
年
齢
な
ど
で

本
人
の
状
態
に
合
致
し
た
も
の
と

な
る
た
め
、
希
望
さ
れ
た
も
の
と

異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
先

○
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課

　

障
害
者
福
祉
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

FAX
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
９
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

結
婚
50
周
年
（
金
婚
）
を
迎
え

ら
れ
た
ご
夫
婦
を
９
月
29
日
に
開

催
し
た
老
人
福
祉
大
会
で
お
祝
い

し
ま
し
た
が
、
追
加
し
て
届
出
を

受
け
付
け
ま
す
。

■
対
象

　

昭
和
36
年
中
に
婚
姻
届
を
さ
れ

た
ご
夫
婦
で
、
市
へ
の
金
婚
の
届

出
を
さ
れ
て
い
な
い
ご
夫
婦

■
届
出
方
法

　

届
出
先
に
あ
る
届
出
書
に
必
要

事
項
を
記
入
・
押
印
し
、
10
月
21

日
㈮
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
届
出
先

○
市
庁
舎
別
館
高
齢
介
護
課

　

長
寿
・
い
き
が
い
対
策
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
９
２

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

本
年
６
月
１
日
か
ら
、
全
て
の

住
宅
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設

置
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
だ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

大
切
な
命
を
守
る
た
め
寝
室
や
子

ど
も
部
屋
、
階
段
な
ど
に
必
ず
設

置
し
て
下
さ
い
。

　

体
の
不
自
由
な
方
や
高
齢
者
等

の
世
帯
で
、
住
宅
用
火
災
警
報
器

の
取
り
付
け
が
困
難
な
方
は
、
消

防
職
員
が
出
向
い
て
取
り
付
け
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　

消
防
本
部
予
防
課　

予
防
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
６

－

０
２
５
１

　

四
国
労
働
金
庫
で
は
西
条
市
提

携
の
教
育
ロ
ー
ン
で
特
別
金
利
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

教
育
資
金
の
借
入
れ
を
お
考
え

の
方
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
固
定
金
利

　

１
・
65
％
（
通
常
２
％
）　
　

■
返
済
期
間　

　

５
年
以
内
（
１
５
０
万
円
以
上

の
場
合
は
据
置
４
年
を
含
む
９
年
）

■
利
用
限
度
額　

２
０
０
万
円

■
申
込
期
限

　

平
成
24
年
３
月
30
日
㈮

■
申
込
先

　

四
国
労
働
金
庫
西
条
支
店

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
６

－

２
８
６
４

　

飼
い
主
と
し
て
の
義
務
を
果
た

し
て
い
な
い
人
の
た
め
に
、
周
囲

で
迷
惑
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

　

ペ
ッ
ト
の
散
歩
に
は
ナ
イ
ロ
ン

袋
・
汚
物
取
り
・
ペ
ー
パ
ー
な
ど

を
携
帯
し
、
フ
ン
は
必
ず
持
ち
帰

り
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
犬
の
放
し
飼
い
は
事
故

の
も
と
で
す
。
必
ず
敷
地
内
で
つ

な
い
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

10
月
の
市
税
ご
よ
み

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

身
体
に
障
害
の
あ
る
方
の

補
装
具
を
交
付
・
修
理
し
ま
す

結
婚
50
周
年
の
ご
夫
婦
を

お
祝
い
し
ま
す
（
追
加
受
付
）

住
宅
用
火
災
警
報
器
を

設
置
し
て
く
だ
さ
い

あ
な
た
は
ペ
ッ
ト
を
飼
う
資
格

が
あ
り
ま
す
か
？

四
国
労
働
金
庫
教
育
ロ
ー
ン

特
別
金
利
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン




